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2026 年６月 10 日 

各 位 

会 社 名 アルピコホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 裕一 

 (コード番号：297A 東証スタンダード市場) 

問 合 せ 先 常務取締役   伊藤 篤 

 (TEL. 0263-26-7100) 

 

子会社の現物配当による孫会社の異動に関するお知らせ 

 

当社の完全子会社であるアルピコ交通株式会社は、その完全子会社であるアルピコタクシー株

式会社の全株式を、当社へ現物配当する議案を 2026 年６月 24 日開催予定のアルピコ交通株式会

社の定時株主総会に上程する旨、取締役会において決議いたしました。当該現物配当が実施され

ることにより、当社はアルピコタクシー株式会社の全株式を直接保有することとなり、孫会社の

異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。  

記 

１．現物配当（孫会社の異動）の目的  

当社グループは、2024 年の東京証券取引所上場時に公表した「2035 年のありたい姿」とし

て示した「『楽しさ・ときめき』を創出し、付加価値を高めることで持続的な地域の発展に貢

献している企業グループ」を目指し、事業領域の拡大と収益基盤の強化に努めております。 

今般、当社グループのアルピコタクシー株式会社を当社が直接保有する完全子会社とする

目的は、グループにおける運輸事業の強化、意思決定の迅速化等であります。 

  

２．異動する孫会社の概要 

（１）名 称 アルピコタクシー株式会社 

（２）本 店 所 在 地 長野県松本市南松本一丁目１番 25 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 三澤 洋一 

（４）事 業 内 容  運輸事業 

（５）設 立 年 月 日 1951 年 12 月 27 日 

（６）資 本 金 15,000 千円（2026 年３月末） 

（７）純 資 産 597,808 千円（2026 年３月末） 

（８）総 資 産 1,142,149 千円（2026 年３月末） 

（９）大株主及び持株比率 アルピコ交通株式会社 100％ 

 

 

 



- 2 - 

 

 

３．完全子会社による剰余金の処分 

当社の完全子会社であるアルピコ交通株式会社は、その他資本剰余金を原資として、剰余

金の配当（現物配当）を行います。 

（１） 配当財産の種類及び帳簿価格の総額 

会社名 株式数 持株比率 株式の帳簿価額 

アルピコタクシー株式会社 １株 100％ 714,739,562 円 

 

（２） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項 

 現物配当の効力発生日において、アルピコ交通株式会社の発行済株式の全てを保有す

る当社に対して、配当財産の全てを割当てます。 

（３） 日程  

取締役会決議日    2026 年６月 10 日  

アルピコ交通株式会社定時株主総会日  2026 年６月 24 日（予定） 

現物配当の効力発生日    2026 年７月１日（予定） 

 

４．現物配当を行う完全子会社の概要 

（１）名 称 アルピコ交通株式会社 

（２）本 店 所 在 地 長野県松本市井川城二丁目１番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 史成 

（４）事 業 内 容 運輸事業 

（５）設 立 年 月 日 1920 年５月 29 日 

（６）資 本 金 50,000 千円（2026 年３月末） 

（７）純 資 産 6,168,833 千円（2026 年３月末） 

（８）総 資 産 14,034,171 千円（2026 年３月末） 

（９）大株主及び持株比率 アルピコホールディングス株式会社 100％ 

 

５．今後の見通し  

本件は当社グループ内における取引であり、当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 

   


